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１【提出理由】

　2021年６月23日開催の当社第46回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品

取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基

づき、本臨時報告書を提出するものであります。
 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2021年６月23日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金10円

配当総額　158,357,640円

②効力発生日

2021年６月24日

 

第２号議案　定款一部変更の件

①監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の

新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更等を行い、併せて、監査役の責任免除

の規定の削除に伴う経過措置として附則を設ける。

②事業内容（事業目的）について、より現状に即した内容に改めるとともに、2020年８月17日付にて

子会社化した株式会社田中金属製作所及び株式会社ＷＡＴＥＲ　ＣＯＮＮＥＣＴの事業目的を追加

する。

③資本政策及び配当政策の実施を機動的に行うことができるよう剰余金の配当等を取締役会の決議に

より行うことができるようにする。

 

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、林勝哉、山縣正典、高畑則雄、千本松重雄及び

濵野正治を選任する。

 

第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、吉田金吾、岸本達司、井出久美及び茂永崇を選任する。

 

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額１億96百万円以内（うち社外取締役

分年額27百万円以内）と定める。

 

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額34百万円以内と定める。

 

 

EDINET提出書類

株式会社　シャルレ(E02727)

臨時報告書

2/3



(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権（無効を含む）の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され

るための要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個）
棄権（個）
(無効を含む)

決議の結果

賛成率 決議結果

第１号議案 97,884 3,803 0 96.26％ 可決

第２号議案 97,827 3,860 0 96.20％ 可決

第３号議案      

林　勝哉 97,499 4,188 0 95.88％ 可決

山縣　正典 97,831 3,856 0 96.21％ 可決

高畑　則雄 97,798 3,889 0 96.18％ 可決

千本松　重雄 97,802 3,885 0 96.18％ 可決

濵野　正治 97,852 3,835 0 96.23％ 可決

第４号議案      

吉田　金吾 97,100 4,587 0 95.49％ 可決

岸本　達司 97,606 4,081 0 95.99％ 可決

井出　久美 97,709 3,978 0 96.09％ 可決

茂永　崇 97,699 3,988 0 96.08％ 可決

第５号議案 97,442 4,245 0 95.83％ 可決

第６号議案 97,355 4,332 0 95.74％ 可決

（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

①第１号議案、第５号議案及び第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数

の賛成による。

②第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し

た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

③第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の

出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権の数に算入してお

ります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと

により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のう

ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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